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令和８年度　危機管理部の運営方針

危機管理部の組織体制

危機管理課 防災強靭化室

危機管理部長

基　本　方　針

大規模災害などへの適切な対応のため、「公助」に加え、自分の身を自らの努力により守る「自
助」、地域や近所でお互いに協力しながら防災に取り組む「共助」、この３つの働きが一体となっ
て機能できるよう推進します。

「自助：自らの命は自ら守る」
一人ひとりがそれぞれにあった災害対策や備え、情報収集の方法などを考え、自分や家族の命を

守ることにつなげるための啓発・普及に努めます。

「共助：自らの地域は皆で守る」
地域における市民の自主防災意識と連帯意識を高め、互いに支え合い安心して住み続けられるよ

う地域防災力の向上に努めます。

「公助：市民の生命・財産を守る防災力の強化」
菊川市地域防災計画などの各計画により平素から防災活動の効果的な実施を図るとともに、防災

関連施設や設備などを引き続き適正に維持管理します。また、菊川市防災対策強靱化事業基本計画
に基づき事業を推進し、市役所敷地一帯の防災機能強化を図ります。

重点的に取り組む施策・事業

自助：自らの命は自ら守る
　　　（危機管理課）

災害から自分や家族を守るためには、一人ひとりが防災意識を高
め、普段から防災活動に取り組み災害に備えることが重要です。各
家庭で災害への備えを推進する必要があります。また、避難所など
における女性目線での備蓄や災害対策を検討していく必要がありま
す。

風水害に対しては、避難行動について把握しておくことが重要で
あり、どの情報でどう行動すべきかなど、防災気象情報等を入手
し、防災知識・意識の向上を図る必要があります。

防災の基本である「自助」の重要性を出前行政講座などにおいて
周知し、日頃の備えなど再認識してもらいます。

また、女性に防災活動・自助及び共助の重要性について理解を深
めていただくためのワークショップを開催し、防災組織へ参画を促
します。

杉　田　憲　彦
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①女性防災ワークショップ
を３回実施します。
（令和７年度実績：
　３回、延べ人数122名）

②出前行政講座を40回以上
実施します。
（令和７年度実績：44回）
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共助：自らの地域は皆で守る
     （危機管理課）

大規模災害時においては、地域における防災組織や避難所運営組
織が連携し活動する共助が重要です。

地域防災組織の活動は進んできていますが、多様化する地域課題
への対応や、継続的に活動を維持していくためには、女性の参画や
共助の必要性についての周知や訓練などを通して地域の防災力の向
上を図る必要があります。

現状の課題を解決するため、地域と行政で構成する「地区防災連
絡会」において、地域ごとの課題を把握・整理し、地域の先進事例
等を横展開することで情報の共有を図り、地域防災力の向上や防災
活動の継続を図ります。

また、防災訓練については、継続して行う訓練に加え、一人でも
多くの市民が参加できるよう訓練内容を見直し、女性が参画する新
たな訓練のかたちを構築します。

公助：市民の生命・財産を守る防災力の強化
　　　（危機管理課）

令和６年１月に発生した能登半島地震の状況を見ると、国や県、
他市町、関係団体などからの支援を速やかに受け入れることができ
る受援体制の強化が課題となっています。

また、大規模災害時に適切な対応ができるよう平常時から防災資
機材や備蓄品の整備を行う必要があります。

受援体制の強化に向け、災害時における協定先である（一社）静
岡県トラック協会中遠支部などと実施する「物資輸送拠点開設・運
営訓練」及び「緊急物資輸送訓練」に加え、国の「物資調達・輸送
調整等支援システム」を活用した「プル型支援物資要求訓練」を実
施します。また、関係機関（菊川警察署、（一社）小笠医師会、小
笠掛川歯科医師会及び遠州夢咲農業協同組合並びに（一社）全国冠
婚葬祭互助協会）と連携して「遺体安置所開設・運営訓練」を実施
し、スピード感をもった対応と受援体制の強化を図ります。

その他に、「菊川市防災資機材備蓄計画」に基づき、整備・更
新・維持管理を行い災害に備えます。　

市役所敷地一帯の防災機能強化
（防災強靭化室）

　毎年のように発生する豪雨や予想される大規模地震等から市民の
生命と財産を守るため、防災対策の強靱化を図ることは、喫緊の課
題となっています。
　災害発生時に災害対策本部の機能が確実に発揮できるよう、本庁
舎から独立した災害対策本部棟を整備し、市役所本庁舎敷地一帯の
防災対策の強靱化を図る必要があります。
　また、実働機関等の参集・待機に備え、十分な駐車・車両展開ス
ペースを確保する必要があります。

　市役所本庁舎から独立した災害対策本部棟の新築工事を実施しま
す。
　また、旧町部地区センター跡地を含めた、本庁舎敷地内の駐車場
再整備に必要な調査・設計業務を実施します。
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①防災訓練を５回実施しま
す。
（令和７年度実績：５回）
　(1)６月　水防
　(2)６月　土砂災害
　(3)10月　総合
　(4)12月　地域
　(5)２月　原子力

②女性役員が参加する避難
所運営訓練を１回実施しま
す。
（令和７年度実績：１回）
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受援体制に係る訓練を４回
実施します。
（令和７年度実績：２回）

(1)12月地域
　「物資輸送拠点開設
　　　　　・運営訓練」
(2)12月地域
　「緊急物資輸送訓練」
(3)12月地域
　「プル型支援物資
　　　　　　要求訓練」
(4)10月総合
　「遺体安置所開設
　　　　　・運営訓練」
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①令和７年12月に契約した
災害対策本部棟の新築工事
を滞りなく進めます。
（令和９年５月末完成予
定）

②本庁舎駐車場再整備設計
業務を完了します。


